
-58- 

 

 

当機構では、電子政府推進のため、退職手当共済に関するすべての届出をインターネット経由で
作成、提出できる「退職手当共済システム」を運用しています。セキュリティを保った状態で情報
のやりとりをすることができますので、書類の紛失や郵便事故などのおそれがなく、大切な職員情
報を安全に届出することができます。 

 

 掛金届や退職届などの届出書の提出や、職員情報の更新など、全ての手続きをオンラインで行
うことができます（届出書の郵送は不要です）。 

施設の事務担当者を代行者として登録することで、施設ごとに届出書の入力や職員情報の管理
をすることができます。 

オンラインで申請いただいた届出書の処理状況はシステム上でいつでもご確認いただけます。
最新の職員情報や退職手当金の支給状況も随時確認することができます。

各種届出の提出案内等、必要な手続きに関するお知らせがシステムおよびメールで届くため、
届出忘れの防止につながります。 

入力項目の説明などの支援機能や、入力間違いの防止機能などが充実しているため、初めて手
続きする方にも簡単にご利用いただけます。 

 

 

  👉
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システムの利用にあたっては、専用のログイン ID とパスワードが必要です。システム利用開
始時期によって通知方法が異なりますので、ご確認ください。 

 

福祉医療機構のホームページにアクセスし、以下の手順に沿ってログインをお願いします。ロ
グインできない場合は「４.ログインできない場合の対応方法」をご参照ください。 
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ログイン後のホーム画面の表示については、以下の通りです。 
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入力したＩＤ・パスワードのいずれかに誤りがある場合、以下のようなエラーメッセージが表示さ
れます。 

 

 

 エラーメッセージが表示された場合は、以下の項目をご確認ください。 
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パスワードがわからなくなってしまった場合は、システムに登録いただいているメールアドレスを
利用することで、パスワードの再設定を行うことができます。ログイン画面にアクセスし、以下の手
順に沿って、手続きをお願いします。 
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パスワードを再設定する際にメールアドレスを利用するため、システムに登録のメールアドレスが
わからない場合は、メールアドレスの変更手続きが必要です。また、システム利用開始時にメールア
ドレスの登録をしていない場合も登録の手続きが必要となります。福祉医療機構のホームページにア
クセスし、以下の手順に沿って、手続きをお願いします。 
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法人本部から各施設に「代行依頼」という機能を用いて、届出書の入力や職員情報の管理を依頼
することができます。代行による届出入力や情報管理の権限は、退職届の提出や従業状況の更新な
どメニューごとに付与ができ、かつ施設間で職員情報が共有されないようになっています。代行依
頼を行うことで、法人本部・施設間で業務を分担することができます。 

 

 

 

「代行依頼」を行う場合、法人本部が施設の担当者を「代行者」として登録する必要がありま
す。代行者登録完了後、代行者専用のログイン ID が発行されるため、代行者はその ID を使用し
て、システムにログインします。その後、法人本部が代行依頼を行うことで、施設の担当者に手続
きを依頼することができます。 

代行者を登録する方法は 3 通りあります。 
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 代行依頼可能な手続きは以下の５つとなります。 

  

 

 

 

 

 なお、代行依頼の方法には 3 種類あります。 

  ① 新規依頼…各施設の担当者に新規で手続きを依頼 

② 参照依頼…過去の依頼内容を参照し、内容を更新したうえで依頼 

③ 再依頼（督促）…依頼済みの手続きを再度依頼 

代行者に初めて依頼を行う方法は、以下の 3 通りです。 
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これまで代行者に依頼を行ったことがある場合は、過去の依頼内容を参照して依頼をすること
ができます。 
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代行者に依頼した手続きが未対応である場合は、再依頼（督促）を行うことができます。 
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法人本部から代行者登録を受けた場合、代行者専用の ID とパスワード設定用の URL が記載
されたメールがシステムより送信されます。代行者はメールに記載の URL よりパスワードの設
定手続きを行い、ログインしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

001 

h ps://www.wam.go.jp/taite/ 
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法人本部から届出等の代行依頼を受けた場合、メールで依頼内容が通知されるため、メールに

記載の URL よりお手続きをお願いします。もしくは、代行者 ID でシステムにログインし、ホ
ーム画面の「対応が必要な手続」からお手続きすることも可能です。 
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